
講義⑪ＤＶ対策について
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内閣府男女共同参画局
男女間暴力対策課

資料11

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマー
ク

女性に対する暴力をなくす運動



今回の説明内容

１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談支援

２ 配偶者暴力防止法の概要・保護命令

３ 内閣府の主な取組
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２ 配偶者暴力防止法の概要・保護命令

３ 内閣府の主な取組
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）
における

「配偶者からの暴力」の定義

①法律婚の相手方
②事実婚の相手方
③生活の本拠を共にする交際相手

身体に対する暴力
からの 又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

※離婚等の前に暴力等を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元①～③からの暴力等を含む

配偶者からの暴力（ＤＶ）
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○ 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害
である。

○ 配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難な家庭内において
行われるため、潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄い傾向に
ある。

○ 周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化
しやすい特性がある。

○ 暴力の形態には身体的・経済的・性的なものなど多様な形が
あり得る。

配偶者からの暴力（ＤＶ）

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針
（令和５年９月８日 内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第１号）
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配偶者暴力相談支援センターでは、以下の業務を行っている。

① 相談又は相談機関の紹介

② カウンセリング

③ 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護

④ 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助

⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

⑥ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他

 の援助

  （ ※ 実際に行っている業務はセンターにより異なります。）

○都道府県： 女性相談支援センターその他の適切な施設においてセンターの機能を
 果たすようにする。

市町村  ： 適切な施設においてセンターの機能を果たすようにするよう努める。
（福祉事務所、男女共同参画センター等）

○全国では、３２４か所（令和７年９月現在）
           うち、都道府県 １７３か所

           市町村  １５１か所（うち政令市が２１か所）

配偶者暴力相談支援センターについて

配偶者暴力相談
支援センター
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※ 各年４月１日現在（平成25・26年は７月１日現在、平成27年は11月９日現在、平成28年は７月２日現在、平成29年は1１月２日現在、平成30年は12月３日現在、
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※ （ ）内は、都道府県及び市町村が設置する配偶者暴力相談支援センターの設置数の合計
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配偶者暴力相談支援センターへの相談件数の推移（年次）
○ 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、令和２（2020）年度に過去最高となり、高水準で推移。
○ 令和５（2023）年度は、約12.7万件で、前年度から増加（前年度比約４%増）。

※「配偶者暴力相談支援センター」の相談件数は、内閣府男女共同参画局において、各都道府県から報告を受けた全国の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等
をとりまとめ、集計。（令和６年12月時点）

※「DV相談プラス」の相談件数は、令和２（2020）年４月20日に内閣府が開設した相談窓口に寄せられた相談件数を集計。
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保護命令の
申立て

医師等は、
配偶者暴力相談支
援センター等の利用の
情報提供の努力義務

相 談
援 助
保 護

＜身体に対する暴力＞
①発見者は通報努力義務
②医師等は通報可能
(被害者の意思を尊重
する努力義務）

厚生労働大臣が定める基準を満たす者
（ 民間シェルター等）※守秘義務

発
令

警察
○ 被害発生防止のために
必要な措置・援助

福祉事務所

民間団体

連携

連携

書面提出等

保護命令
発令
の通知

保護命令違反に対する罰則
２年以下の拘禁刑 又は ２００万円以下の罰金

配
偶
者
暴
力
を
行
っ
た
配
偶
者配偶者暴力相談支援センター・警

察への相談等がない場合、
公証人面前宣誓供述書を添付

センターに
相談等が
あった場合

配偶者暴力防止法（DV防止法）の概要 【フローチャート】

児童相談所

配偶者暴力相談支援センター
○ 相談支援又は相談機関の紹介
○ カウンセリング
○ 緊急時における安全の確保
○ 一時保護（女性相談支援センター）
○ 自立支援、保護命令制度・シェルターの
利用についての情報提供・助言・関係機関
との連絡調整・その他の援助

委
託

保護命令
○ 被害者への接近禁止命令
○ 被害者への電話等禁止命令
○ 子への接近禁止命令
○ 子への電話等禁止命令
○ 親族等への接近禁止命令
● 退去等命令
期間：○１年間、●原則：２か月間

  特例：６か月間

地方裁判所

国民、
医師等

被

害

者

原則：口頭弁論又は審尋の期日
身体に対する暴力又は
脅迫を受けた者

女性相談支援員・
女性自立支援施設

《法定協議会》※守秘義務
・都道府県：努力義務
・市町村：できる規定

連携体制
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１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談支援

２ 配偶者暴力防止法の概要・保護命令

３ 内閣府の主な取組

10



➤平成13年、参議院「共生社会に関する調査会」から法案が提出され、成立。その後、平成16年、平成19年、平成25年に議員立法による改正が行われ、
 制度が拡充。令和元年の児童福祉法等一部改正法による改正（児童相談所との連携等）を経て、令和５年、保護命令制度の拡充等を内容とする
 改正が行われた（令和６年４月１日施行）。
➤配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力
 の防止及び被害者の保護を図るために制定。

配偶者暴力防止法（DV防止法）の概要 （配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）

配偶者からの暴力（定義）

①法律婚の相手方
②事実婚の相手方
③生活の本拠を共にする交際相手

身体に対する暴力
からの 又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
※離婚等の前に暴力等を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元①～③からの暴力等を含む

○国が定める「基本方針」
（内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省）
○基本方針に即して定める「都道府県基本
計画」（市町村は基本計画を定める努力義務）
➤配偶者からの暴力の防止・被害者の保護
（含：自立支援）に関する
  ⑴基本的な事項、⑵施策の内容、
  ⑶国、地方公共団体、民間団体等の連携・協力、
⑷その他重要事項

1  基本方針・都道府県計画等

○配偶者暴力相談支援センター（相談支援センター）
➤都道府県の女性相談支援センターや市町村の施設など
適切な施設が機能※を果たす（市町村は設置の努力義務）

※相談又は相談機関の紹介／カウンセリング／緊急時における
安全の確保／一時保護（女性相談支援センター、委託された民間
 シェルター等）／自立支援、保護命令制度、シェルター利用の
情報提供・助言・関係機関との連絡調整・その他の援助

○女性相談支援員による相談・援助
○女性自立支援施設における被害者の保護

2  相談・被害者保護の体制

○都道府県は、協議会を組織する努力義務
（市町村は「できる規定」）

➤協議会の事務
・ 被害者保護を図るために必要な情報交換
・ 被害者に対する支援内容に関する協議
➤関係機関等への協力要求権（資料提供等）
➤協議会の事務の従事者等に守秘義務

5  法定協議会

○発見者による通報等
➤配偶者からの暴力（身体に対する暴力に限る）の被害者を発見した者は、
 相談支援センター又は警察官に通報するよう努める
➤医療関係者は、配偶者からの暴力（同上）による負傷・疾病を発見した
際は、被害者の意思を尊重し、相談支援センター又は警察官に通報できる

○警察による被害の防止に必要な措置・援助
○福祉事務所による自立支援     ○関係機関の連携協力

4  被害の防止・被害者の自立支援のための仕組み

○職務関係者による配慮等
→被害者の国籍、障害の有無等を問
わず人権尊重、安全確保等に配慮
○教育及び啓発
○調査研究の推進等
○民間の団体に対する援助
○国の負担及び補助 等

6  その他

○裁判所が、被害者※の申立てにより、
 相手配偶者に対し、一定の行為を禁止
する等の命令を発令する制度
※①～⑤は身体に対する暴力と生命・身体、自由、名
 誉、財産に対する脅迫、⑥は、身体に対する暴力と生 
命・身体に対する脅迫の被害者

  ① 被害者への接近禁止命令 [1年間]
  ② 被害者への電話等禁止命令 [1年間]
  ③ 子への接近禁止命令 [1年間]
  ④ 子への電話等禁止命令 [1年間]
  ⑤ 親族等への接近禁止命令 [1年間]
  ⑥ 退去等命令 [２か月間（特例６か月間）]

○命令違反の罰則
 ２年以下の拘禁刑/200万円以下の罰金

3  保護命令制度

＜口頭弁論又は審尋の期日を経て発令することが原則＞
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保護命令制度とは、地方裁判所が、被
害者の申立てにより、相手配偶者に対
し、一定の行為を禁止する命令を発令 
する制度です。 

保護命令に違反した者は、２年以下の
拘禁刑又は200万円以下の罰金に処さ
れることとされています。

※制度の詳細は、内閣府男女共同参画局の
 ウェブサイトで紹介しています。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-
vaw/law/12.html
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DV防止法に基づく法定協議会について

配偶者からの暴力の防止・被害者の保護のための協議会

〇 都道府県に協議会の組織の努力義務（市町村は「できる」規定）
〇 関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に
 従事する者その他の関係者により構成

＜協議会の機能＞
✓ 被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために

必要な情報の交換
✓ 被害者に対する支援の内容に関する協議

（支援の一環としての配偶者からの暴力の防止を含む。）

✓ 関係機関等への協力要求権（資料・情報提供・意見の開陳等）

＜守秘義務＞
  ✓ 協議会の事務に従事する者・していた者に守秘義務

（１年以下の拘禁刑(懲役)、50万円以下の罰金）

例：【自治体の機関】
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警、福祉事務所（都道府県・市など）、
児童相談所（都道府県・政令市など）、教育委員会（都道府県・市町村）

【行政機関】
公共職業安定所、公共職業能力開発施設、検察庁、法務局・地方法務局、地方出入国在留管理局、
法テラス、年金事務所

【民間の団体】
民間シェルター・住宅支援団体などの支援団体
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最寄りの配偶者暴力相談支援センターに電話

 ⇒ 電話相談・面談・同行支援・保護等

【ＤＶ相談ナビダイヤル】
は  れ   れ  ば

   ＃８００８

令和２年４月２０日開始

２４時間電話相談

       つなぐ  はやく

０１２０－２７９－８８９

外国語相談にも対応
１０言語

英、中、韓、スペイン、ポルトガル、タガログ、

タイ、ベトナム、インドネシア、ネパール

同行支援

保護

緊急の宿泊提供

チャット相談

内閣府男女共同参画局

※毎日１２時～２２時対応

soudanplus.jp

ＤＶ相談窓口

ＷＥＢ面談も実施

※２４時間受付
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 交 付 先 ： 都道府県・政令指定都市、市町村（特別区含む）

 対象経費 ： 都道府県等が負担した、民間シェルター等の先進的な取組を促進するための経費（以下①～④） 

 ①受け入れ体制整備に要する経費 （母子一体で受け入れるための改修経費、メール・SNS等相談のための人件費・システム整備費、

多様な被害者等を受け入れるための体制の確保（若年女性、妊産婦、障害者、男性、外国籍等の多様な

被害者を受け入れるための施設の改修や居住施設の確保、施設のバリアフリー化等）等）

 ②専門的・個別的支援に要する経費 （心理的ケアや同伴児童の進学等の専門的な相談支援を行う専門職配置に要する人件費、

支援員の相談支援業務の対応力向上や専門性向上に係る研修経費 等）

③切れ目ない総合的支援に要する経費 （自立に向けたプログラム実施経費、関係機関への同行支援に係る交通費、

退所者へのアウトリーチ支援に要する人件費 等）

④加害者プログラムの実施等に要する経費

 ※上記①～④の事業実施のための付随的経費

 交付率等 ： 国 ３/４ （交付上限：１民間団体当たり、一つの都道府県の管内で1,000万円）

 そ の 他 ： 他の国庫補助制度を適用可能な場合は、他制度優先

○ 配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害
者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とする。

性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金（配偶者暴力被害者等支援調査研究事業）

目 的

予算スキーム

内閣府

都道府県等 ※この事業の地方負担に対しては、特別交付税措置が講じられている。

民間シェルター等における以下の事業
① 受け入れ体制整備事業
② 専門的・個別支援事業
③ 切れ目ない総合的支援事業
④ 加害者プログラム事業

概 要

補助金等交付金

【令和７年度当初予算額 ３０７百万円】 （令和６年度当初予算額 ３１６百万円）

民間シェルター等

・ＮＰＯ法人
・社会福祉法人 等
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※「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項（令和５年５月）」から

配偶者暴力加害者プログラム
被害者支援の一環として、加害者に働きかけることで加害者に自らの暴力の責任を自覚させるプログラム

内容
【実施方法】対面形式又はオンライン形式 【実施規模】１グループ８名程度 【実施回数】１クール13回～18回程度

○ 被害者の安全を確実なものにする。

○ 加害者が自身の加害責任を自覚する。

○ 加害者の認知・行動変容を起こす。

到達目標であり、プログラム参加が

目標達成を保証するものではない。

パートナー（被害者）に対してＤＶを行った者で、自ら変わることに対する動機付けを持つ者

目的

対象

【プログラム受講条件】
① 加害者本人が脱暴力に向けて認知・行動の変化を望んでおり、プログラム参加の意思を持っていること。
② 原則としてパートナー（被害者）が加害者のプログラム参加を認識していること。
③ 被害者の安全を確認するために、パートナーコンタクト担当者から被害者に連絡が取れること。
④ 参加希望者にグループワークに参加できないような問題がないこと。

※ 令和３～４年度 配偶者暴力加害者プログラムに関する調査研究事業における試行実施

① ＤＶが何かを深く知ること。

② ＤＶによって被害者や子がどのような影響を受けるのか。

③ 暴力のない関係や相手を尊重するとは具体的にどのようなことなのか。

再発防止について考えさせ、
加害者にグループで話す機会と

他の加害者の話を聞く機会を与
える。
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ウェブサイトにおける加害者プログラム関連情報の一元的な提供・発信等

加害者プログラム | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)
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